
 

 

猪名川町公告第２２号 

 

マイクロバスおよび公用車運行業務委託について、別紙のとおり制限付一般

競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６の規定に基づき公告する。 

 

令和８年６月１５日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司 



 

 

 

 

 

 

 

マイクロバスおよび公用車運行業務委託 

制限付一般競争入札 共通実施要領 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

猪名川町 



１ 入札に付する事項 

⑴ 委託業務名： マイクロバスおよび公用車運行業務委託 

⑵ 業務内容 ： 本実施要領および別紙仕様書による。  

⑶ 契約期間 ： 令和８年８月１日～令和１１年７月３１日（３年間）  

 

２ 入札の方式 

 制限付一般競争入札 

 

３ 入札参加資格 

⑴ 猪名川町において指名停止を受けている期間でないこと。 

⑵ 法人税又は所得税を滞納していないこと。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に基づく資格制限に該 

当する者でないこと。 

⑷ 猪名川町暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第７号）第２条第４号から第６号 

に該当する者でないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５ 

号）に基づく手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後、資格の再認定を受 

けた者を除く。）でないこと。 

 

４ 入札参加申込み 

入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類をメールにて提出しなければならない。な

お、メールにて申請する際は、件名を『【入札参加者名】マイクロバスおよび公用車運行

業務委託に関する入札参加申請』とし、書類をＰＤＦファイルに変換し、１７に記載した

Ｅメールアドレスへ送付すること。 

  ⑴ 制限付一般競争入札参加申込書（様式１） 

   ⑵ 添付書類 

① 誓約書（様式第２号） 

② 委任状（様式第３号）および代理人（受任者）本人と確認できるもの（代理人に 

より入札および契約しようとする場合のみ。） 

③ 役員等名簿（様式第４号） 

④ 商業登記簿謄本 

 

 

 

 



 

５ 入札等の日程 

① 入札参加申請期間 
令和8年6月15日（月） 午前9時から 

令和8年6月29日（月） 午後5時まで 

② 入札説明書の閲覧 
令和8年6月15日（月） 午前9時から 

令和8年7月16日（木） 午後5時まで 

③ 参加資格無しの理由説明請求 令和8年7月 7日（火） まで 

④ 質問の受付期間 
令和8年7月 3日（金） から 

令和8年7月10日（金） まで 

⑤ 質問の回答期間 令和8年7月15日（水） まで 

⑥ 開札  令和8年7月17日（金） 午前10時 

  

６ 入札参加資格の審査及び通知 

⑴ 期限までに必要書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この

入札に参加することができない。 

⑵ 入札参加資格者の審査は、申請期間の最終日をもって行うものとし、入札参加資格が

ないと認められた者のみ、令和８年７月７日（火）までに競争参加資格確認通知書（以

下｢確認通知書｣という。）をメールにて通知する（様式は任意）。入札参加資格がない

と認める理由については確認通知書に記載する。 

 

７ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、町に対して入札参加資格がないと認めた理由

について説明を求めることができる。 

⑵ ⑴の説明を求める場合は、令和８年７月７日（火）までに書面を提出して行わなけれ

ばならない。 

⑶ 書面は持参又は郵送（締切日当日必着）によるものとし、理由書の返信用封筒として、

表に申請者の住所及び氏名を記載し、１１０円切手を貼った長３号封筒を持参又は同封

すること。 

⑷ 説明を求められたときは、令和８年７月１５日（水）までに説明を求めた者に対し書

面により回答する。 

⑸ ⑵の書面の提出先は、企画総務部総務防災課とする。 



 

８ 契約条項を示す場所 

財務規則については、企画総務部総務防災課（執務時間中）及び猪名川町ホームページ

にて閲覧することができる。 

 

９ 要領、仕様書等の閲覧及びダウンロード 

入札に付する要領、仕様書等の閲覧及びダウンロードは、町ホームページにおいてする

ことができる。 

なお、閲覧及びダウンロードが可能な期間は要領、仕様書等の閲覧期間中とする。 

 

１０ 質疑応答 

要領、仕様書等に対する質問がある場合には、５に記載した受付期間中に、電子メール

にて件名を『【入札参加者名】マイクロバス及び公用車運行業務委託に関する質問』とし、

１７に記載したＥメールアドレスへ提出すること。 

回答書は５に記載した日から、町ホームページにおいて閲覧に供する。ただし、質問の

内容に入札参加者名を特定できる記載があるときは、当該質問に回答しない。 

 

１１ 入札の条件、注意事項等 

⑴ 入札にあたっては、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも町民の信 

頼を失うような行為を行わないこと。 

⑵ 入札者が同一事項の入札について、２人以上参加していること。 

⑶ 一旦入札した後においては入札書の書き換え、引き換え、又は撤回することはできな 

い。 

⑷ 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札でないこと。 

⑸ 不正、その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、入札を取り消すことが 

ある。又、天災地変等やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止すること 

がある。 

⑹ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちにくじ 

により落札者を決定する。 

⑺ 入札額は契約期間の総額（令和８年８月１日～令和１１年７月３１日まで）を入力す

ること。総額には消費税及び地方消費税は含まないものとする。 

⑻ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１００分の１０に相当する額を加 

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 

事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額 

で入札すること。 

⑼ 落札した者は、落札通知の日から７日以内に契約書を提出すること。 

⑽ 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受 



けた場合は、契約を締結しない。 

⑾ 契約保証金を要する契約については、契約と同時に契約金額の１００分の１０以上を 

納付すること。ただし、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締 

結し、その証書を提出したときはこの限りでない。 

⑿ 説明書に定めのない事項については、猪名川町財務規則その他関係法令によるものを 

基に双方協議して定める。 

 

１２ 入札保証金 

  無 

 

１３ 契約保証金 

財務規則第９２条の規定による 

 

１４ 予定価格及び最低制限価格 

予定価格    非公表 

最低制限価格  無 

 

１５ 契約書の締結について 

町が定めた契約書によるものとする。 

 

１６ 無効とする入札 

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 

 

１７ 問合せ先の担当部署 

◆猪名川町役場企画総務部総務防災課管財担当 

    ＴＥＬ 072-766-8708（受付時間：平日9：00～12：00、13：00～17：00） 

    ＦＡＸ 072-766-3732 

    Ｅ-Mail somu@town.inagawa.lg.jp 

 

 

mailto:somu@town.inagawa.lg.jp


マイクロバス及び公用車運行業務委託共通仕様書 
 

契約期間 令和８年８月１日～令和１１年７月３１日（３年間） 

 

契約場所 猪名川町役場 

 

業務内容 以下及び別紙業務ごとの仕様書による 

 

（総括） 

１． 受託者は、猪名川町の行政目的を熟知し、マイクロバス及び公用車の運行業務に従

事するものとしての規律と節度を持って業務を実施しなければならない。 

２． 受託者は、来庁者等に対して親切丁寧を旨とし、サービス精神に徹し、不快・不信

の念を与えないようにしなければならない。 

３． 受託者は、あらかじめ受託業務を総括するために総括責任者を置くものとし、その

氏名を町長に報告しなければならない。 

４． 総括責任者は、各業務を総括し、業務実施に関する指揮監督その他管理業務全般の

責任を負うものとする。 

５． 運転士は、事前に目的地、通行経路を確認し管理車両の運行に支障が無いよう努め

なければならない。 

 

（受託事項） 

６． 委託業務は次のとおりとする 

(１) マイクロバス運行業務 

(２) 公用車運行業務 

 

（支払方法） 

７． 委託料の支払いは、四半期ごとに業務終了分について受託者の請求により支払うも

のとする。 

 

（基本委託料の超過） 

８． 各仕様書に定める基本運行日数の合計を超過しての運行を行った場合は、該当超過

料を別途支払うものとする。この場合の超過料は、基本運行日数の合計を超過１日

あたり３６，０００円（税別）とする。 

９． 基本運行時間を超過して運行を行う場合は、前項の超過料を実働８時間で除した額

に１．２５を乗じて得た額（税別）が基本委託料と別で請求できるものとする。 

 

（基本運行日数の繰越） 

１０． 別に定める各年度の運行日数が基本運行日数に満たない場合、次年度の基本運

行日数に余剰運行日数を繰り越すこととする。ただし、契約期間満了時において運

行日数に余剰が発生した場合でも、委託料の変動はないものとする。 

 

（損害賠償） 

１１． 受託者は、業務の実施にあたって、本町に損害を与えたときは、その損害を賠



償しなければならない。この場合の賠償額は、双方協議のうえ決定するものとする。

ただし、受託者の責に帰さない事由による場合は、この限りでない。 

 

（事故対応） 

１２． 受託者が業務中に事故を起こした場合、事故処理及び保険手続等について誠意

をもって協力しなくてはならない。 

１３． 車両等に対する保険は、本町加入の保険（全国自治協会自動車損害共済）を使

用する。ただし保険の免責事項の対応については、双方協議のうえ決定するものと

する。 

１４． 代替車両が必要となる場合は、受託者の責任において代替車両を手配しなけれ

ばならない。 

１５． 受託者は、業務に実施にあたって、第三者に損害を与えたときは、受託者の責

任において解決しなければならない。 

１６． 受託者は、業務の実施にあたって、損害を生ずることがあっても、その原因が

本町の責に帰することが明白である場合を除いて、その損害を請求することはでき

ない。 

 

（法令遵守事項） 

１７． 本業務実施にあたっては、関係諸法令を遵守すること。 



マイクロバス運行業務仕様書 
 

 （委託業務の内容） 

第１ 本町が受託者に委託する業務の内容は次のとおりとする。 

（１） 管理車両の運行 

（２） 管理車両の運行前点検、清掃 

（３） 燃料給油 

（４） 管理者（運転士）の人件費等 

（５） その他、管理車両の運行に必要な事項 

 

（対象となる管理車両） 

第２ 本町が受託者に委託する車両は次のとおりとする。 

日野自動車製日野リエッセⅡ（ロングボデー）    

初度登録 平成２９年７月 

登録番号 神戸 ２００ さ ３３１６ 

自家用普通乗合 

総排気量 ４，０００cc 

車両総重量 ５，４３０kg 

乗車定員 ２８人（２９人乗りタイプを改造により２８人乗りに変更） 

ナンバープレート分類番号 ２ナンバー 

燃料の種類 軽油 

 

 （委託料） 

第３ 本町が受託者に業務委託のために支払う金額は、基本業務委託料として契約書に

定める金額とする。 

 

２ 基本業務委託料は以下に定める基準運行日数・基準走行距離・基本管理時間・

基本運行時間・基本運行距離に対応する運行に要する費用とする。 

① 基本運行日数 年７０日（土曜、日曜、祝日を含む） 

（ただし、令和８年度は５５日、令和１１年度は１５日とする） 

② 基本走行距離 年７，２００ｋｍ 

（ただし、令和８年度は５，７００ｋｍ、令和１１年度は１，５００ｋｍと

する） 

③ 基本運行時間 １日９時間以内（出庫から入庫までの時間） 

※ ただし、連続して運転する時間は２時間以内とし、２時間ごとに２０分以上の

休憩を取ること。また１日の合計運転時間は６時間以内とする。基本運行距離

を超過し運行するときは、運転員を２名配置すること 

 

（管理車両の運行） 

第４ 管理車両の運行については、下記により行うものとする。 

(１) 本町は当該業務を依頼する日を起算日として７日前までに、双方協議の上

定めた依頼書により連絡するものとする。ただし緊急の事情により前述の

期間を下回る場合は、交渉のうえ依頼するものとする。 



(２) 管理車両の運行に伴う通行料・駐車場・その他有料施設に要する費用につ

いては、本町が負担する。 

(３) 宿泊を伴う場合の運転者の宿泊・食事料（夕食・朝食）については、本町

が負担する。 

(４) 管理車両の運転・管理にあたっては、関係法令を遵守するとともに、正確

かつ安全を心掛けて誠実に実施する。 

(５) 受託者は予め車両管理責任者及び車両管理者（車両管理者の複数登録を要

す）を定め、名簿を本町に提出する。 

(６) 車両管理者は、運行業務終了後、業務日報を作成のうえ本町に提出する。 

(７) 受託者は車両管理者の健康管理に注意するとともに、年１回の健康診断を

受診し、契約締結時にあっては、過去１年以内の健康診断結果の写しを本

町に提出する。 

 

（管理車両の点検及び清掃） 

第５ 受託者の車両管理者は、管理車両において、下記のことを行うものとする。 

(１) 運行前点検、日常点検を行うこととする。 

(２) 運行業務中において管理車両が故障し運行不能等となった場合は、直ちに本

町へ連絡するとともに、指示に従い臨機な対応をとることとする。 

(３) 善良なる管理者の注意義務の責を負うとともに、車両の乗車前後の簡易清掃

及び月１回以上の定期清掃（外観の水洗い及び車内清掃）を行なう。なお、

清掃に係る消耗品については、受託者の負担とする。 

 

（事故処理） 

第６ 受託者は、管理車両を滅失及び毀損した場合、又は交通事故等が発生した場合は、

直ちに所轄警察署に届け出るとともに、速やかに本町に連絡して指示を受けるもの

とする。 

 



公用車運転業務仕様書 
 

 （委託業務の内容） 

第１ 本町が受託者に委託する業務の内容は次のとおりとする。 

(１) 管理車両の運行 

(２) 管理車両の運行前点検、清掃 

(３) 燃料給油 

(４) 管理者（運転士）の人件費等 

(５) その他、管理車両の運行に必要な事項 

 

（対象となる管理車両） 

第２ 本町が受託者に委託する車両は、猪名川町の公用車のうち主たる公用車は以下の

公用車とする。ただし、状況により別の公用車（自家用普通乗用車に限る）を指

定する場合がある。 

 

トヨタ自動車製クラウン（３号車） 

初度登録 平成２５年６月 

登録番号 神戸３３１つ１７５８ 

自家用普通乗用 

総排気量 ２，４９０cc 

車両総重量 １，８６５kg 

乗車定員 ５人 

ナンバープレート分類番号 ３ナンバー 

燃料の種類 ガソリン 

 

 （委託料） 

第３ 本町が受託者に業務委託のために支払う金額は、基本業務委託料（年額）として

契約書に定める金額とする。 

 

２ 基本業務委託料は以下に定める基準運行日数・基本管理時間・基本運行時間に

対応する運行に要する費用とする。 

① 基本運行日数 年５０日（土曜、日曜、祝日を含む） 

（ただし、令和８年度は３０日、令和１１年度は２０日とする） 

② 基本管理時間 午前７時から午前０時（出庫から入庫までの時間） 

※ただし、年に数回程度、選挙および年末警戒時など午前０時を超える場合

があり得る。 

③ 基本運行時間 １日９時間以内（出庫から入庫までの時間） 

※ただし、連続して運転する時間は２時間以内とし、２時間ごとに２０分以

上の休憩を取ること。また１日の合計運転時間は６時間以内とする。 

 

（管理車両の運行） 

第４ 管理車両の運行については、下記により行うものとする。 

(１) 本町は当該業務を依頼する日を起算日として７日前までに、双方協議の上



定めた依頼書により連絡するものとする。ただし緊急の事情により前述の

期間を下回る場合は、交渉のうえ依頼するものとする。 

(２) 管理車両の運行に伴う通行料・駐車場・その他有料施設に要する費用につ

いては、本町が負担する。 

(３) 宿泊を伴う場合の運転者の宿泊・食事料（夕食・朝食）については、本町

が負担する。 

(４) 管理車両の運転・管理にあたっては、関係法令を遵守するとともに、正確

かつ安全を心掛けて誠実に実施する。 

(５) 受託者は予め車両管理責任者及び車両管理者（車両管理者の複数登録を要

す）を定め、名簿を本町に提出する。 

(６) 車両管理者は、運行業務終了後、業務日報を作成のうえ本町に提出する。 

(７) 受託者は車両管理者の健康管理に注意するとともに、年１回の健康診断を

受診し、契約締結時にあっては、過去１年以内の健康診断結果の写しを本

町に提出する。 

 

（管理車両の点検及び清掃） 

第５ 受託者の車両管理者は、管理車両において、下記のことを行うものとする。 

(１)  始業点検を始め車両運行に必要な点検を行うこととする。 

(２)  運行業務中において管理車両が故障し運行不能等となった場合は、直ちに 

本町へ連絡するとともに、指示に従い臨機な対応をとることとする。 

(３)   善良なる管理者の注意義務の責を負うとともに、車両の乗車前後の簡易清

掃及び月１回以上の定期清掃（外観の水洗い、ワックス掛け及び車内清掃）

を行なう。なお、清掃に係る消耗品については、受託者の負担とする。 

 

（事故処理） 

第６ 受託者は、管理車両を滅失及び毀損した場合、又は交通事故等が発生した場合は、

直ちに所轄警察署に届け出るとともに、速やかに本町に連絡して指示を受けるものと

する。 



 

 

令和  年  月  日 

 

猪名川町長  岡 本 信 司 様 

 

申 込 者    住    所 

商号又は名称               ○印  

代表者氏名                 

 

担当者 氏名  

TEL     (    ) 

                   FAX    (    ) 

                   E-mail 

 

制限付一般競争入札参加申込書 

 

令和８年６月１５日付けで公告のあった、マイクロバスおよび公用車運行業務委託に

係る制限付一般競争入札に参加したく、以下の書類を添えて申込みます。 

なお、本入札の参加資格に反するものでないこと、法人税、所得税を滞納していない

こと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

記 

 

１ 番  号  ８猪総委託第２号 

 

２ 業 務 名  マイクロバスおよび公用車運行業務委託 

        

３ 添付書類  

 ① 誓約書（様式第２号） 

② 委任状（様式第３号）および代理人（受任者）本人と確認できるもの（代理人に 

より入札および契約しようとする場合のみ。） 

③ 役員等名簿（様式第４号） 

④ 商業登記簿謄本 

 

様式１ 



 

 

 

誓 約 書 

 
私は、猪名川町暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第７号。以下「条例」という。）に基づき、猪名

川町が契約に係る事務その他すべての事務又は事業から暴力団を利することのないような措置を講じている

ことを認識したうえで、下記事項について誓約します。 

なお、これらの事項に反する場合、猪名川町長、猪名川町教育委員会（以下「町長等」という。）及び猪名

川町が指定した指定管理者（以下「指定管理者」という。）が行う一切の措置について異議申し立てを行いま

せん。 

 

記 

 

１ 次の者は猪名川町暴力団排除に関する条例施行規則第２条第２号で規定する暴力団等（以下「暴力団等」

という。）ではありません。 

  ア 法人又は団体である場合 代表者及び全ての役員 

  イ 個人である場合 本人 

 

２ 私は、町長等との契約に係る事務その他すべての事務又は事業若しくは指定管理者の協定（以下「町長

等との契約等」という。）を履行する際、暴力団等に該当する者を下請負人（一次及び二次下請負人以降す

べての下請負人を含む。以下同じ。）又は原材料の購入契約その他契約等の履行に関連する契約の相手方（以

下「下請負人等」という。）としません。また、下請負人等が下請負契約を締結する際には、暴力団等と下

請負契約をしないよう指導するとともに、下請負人等が暴力団等に該当することが明らかになった場合は、

当方の責任で速やかに当該下請負人等の契約を解除し、又は契約の解除を指導します。 

 

３ 私は、町長等との契約等において暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる

行為を受けたときは、町長等に報告するとともに、警察に届け出て捜査上必要な協力を行います。また、

下請負人等に対しても同様に当該内容について指導を行います。 

 

４ 町長等又は指定管理者が必要と認めた場合、私（法人及び団体にあっては全ての役員）が暴力団等に該

当するか確認するため、この誓約書に記載された内容及び役員等の名簿の写しを兵庫県川西警察署長に提

供し、意見照会することに同意します。 

 

 

     年  月  日 

 

  猪名川町長 様 

  

 

 

住所又は所在地                     

 

法人又は団体名称                    

 

氏名又は代表者氏名                   

                【生年月日：㍾ ㍽ ㍼ ㍻   年  月  日生】 

 

 

 

様式第２号（第３条関係） 



 

 

委 任 状 

 

令 和   年   月   日 

 

 

猪名川町長   岡 本 信 司  様 

 

       委任者  住所 

        商号又は名称 

         代表者                   ㊞ 

 

 私は下記の者を代理人と定め、令和８年７月１７日執行のマイクロバスおよび公用

車運行業務委託に係る制限付一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 

 

記 

 

 

受    任    者    氏 名                           

 

 

受任者使用印鑑 

 

 

 

様式第３号 



 

役員等名簿 

 

 

記載方法 

①法人又は団体における全ての役員等について記載してください。 

②生年月日の記載について、元号に○をつけてください。 

③役員名簿など同一の内容であれば任意の書式での提出も可とします。（Ａ４縦向き） 

 

役職 氏名 カナ氏名 生年月日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

   
㍾  ㍽  ㍼  ㍻ 

年  月  日 

 

 

様式第４号 


